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学校生活における児童生徒のマスクの着用について 

 

平素から、あま市の教育にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、このたび文部科学省より、「学校生活における児童生徒等のマスク着用につい

て」及び「マスクの着用に関するリーフレットについて」の連絡がありました。 

これを受け、あま市では、夏季を迎えるにあたり、学校生活における児童生徒等の

マスクの着用について、下記の点に留意して教育活動を進めてまいりますので、引き

続き、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

                 記 

 

〇 基本的な感染対策（「三つの密の回避」、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、 

「手洗い等の手指衛生」、「換気」等）は、継続します。 

 

〇 体育の授業（プールや体育館を含む）では、マスクを外すよう声掛けをします。 

 

〇 体育の授業以外においても、「十分な身体的距離が確保できる場合」、「十分な距離

が確保できなくても会話をほとんど行わない場合」や、「気温・湿度や暑さ指数

（WBGT）が高く、熱中症のおそれがある場合」等には、指導者の判断で、マスク

を外すよう声掛けをします。 

 

〇 登下校時は、マスクを外すよう声掛けをします。その際、人との十分な距離を確

保することや、会話を控えることについても併せて指導します。 

 

 

 

※ 「子どものマスク着用について」のリーフレットは、裏面をご覧ください。 


